
 

（別 紙） 

一人親方労災保険の保険料計算式 

 

 一人親方労災保険の保険料は、加入者自身でお決め頂く給付基礎日額により

決定されますので、下記の計算例を参考に希望される給付基礎日額をお決め下

さい。 

 

給付基礎日額 保険料率 保険料額（年額） 会費（年額） 合計額（年額） 

５，０００ 19／1000 ３４，６７５円 ２４，０００円 ５８，６７５円 

６，０００ 19／1000 ４１，６１０円 ２４，０００円 ６５，６１０円 

７，０００ 19／1000 ４８，５４５円 ２４，０００円 ７２，５４５円 

８，０００ 19／1000 ５５，４８０円 ２４，０００円 ７９，４８０円 

９，０００ 19／1000 ６２，４１５円 ２４，０００円 ８６，４１５円 

１０，０００ 19／1000 ６９，３５０円 ２４，０００円 ９３，３５０円 

１２，０００ 19／1000 ８３，２２０円 ２４，０００円 １０７，２２０円 

１４，０００ 19／1000 ９７，０９０円 ２４，０００円 １２１，０９０円 

１６，０００ 19／1000 １１０，９６０円 ２４，０００円 １３４，９６０円 

１８，０００ 19／1000 １２４，８３０円 ２４，０００円 １４８，８３０円 

２０，０００ 19／1000 １３８，７００円 ２４，０００円 １６２，７００円 

２２，０００ 19／1000 １５２，５７０円 ２４，０００円 １７６，５７０円 

２４，０００ 19／1000 １６６，４４０円 ２４，０００円 １９０，４４０円 

２５，０００ 19／1000 １７３，３７５円 ２４，０００円 １９７，３７５円 

 

※ 年度中途（４月～３月）での給付基礎日額の変更はできません。 

 

※ 年度中途（４月～３月）での加入・脱退は保険料・会費共に月割計算とな 

  ります。 

 

※ 療養補償給付を除き、給付基礎日額と補償給付額は比例しますので給付基    

  礎日額が高いほど給付額は高い額となります。 


